
「区民等の意見提出手続」の結果報告書 

 
 
１ 政策等の題名 「（仮称）杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」（案） 
 
２ 案の公表の日 平成２７年９月１５日 
 
３ 意見提出期間 平成２７年９月１５日から平成２７年１０月１４日まで 
          （３０日間） 
 
４ 意見提出実績  総数１件（個人のみ）、延べ２項目 
           電子掲示板 １件 
 
５ お寄せいただいたご意見の概要と区の考え方 

   
主なご意見の概要 区の考え方 

個人番号の利用に関して、社会保障や税金関連

と説明されているが、実際の利用を具体的に説

明していない。報道では消費税緩和についても

利用するとされているが、整理されているのか。 

個人番号の利用については、番号利用法において社

会保障、税、災害対策の分野の行政事務に限定され、

法律においてその利用事務、利用情報が定められて

います。 
個人番号の利用の範囲拡大については、国において

施行３年をめどに制度の施行状況を確認しながら

検討し、所要の措置を講じるとされています。区に

おいても、行政手続の簡素化など区民の利便性向上

と、行政運営の効率化のためなど、適切な番号利用

事務の範囲について、検討を続けていきます。 
システムの開発は終わっているのか。年金機構

でさえウイルスに負けているのに、対策はでき

ているのか。安全性が心配だ。 

個人番号制度導入に伴うシステム開発・改修につい

ては、個人番号利用時期、情報提供ネットワーク稼

動スケジュール等を見据えて、着実に進めておりま

す。 
また、安全性については、法律で定められた特定個

人情報保護評価を実施した上で、必要なセキュリテ

ィ対策を講じています。 
 

 
６ 政策等の修正について 

  お寄せいただいたご意見に基づく修正は、ありません。 
 
７ 問合せ先 

  情報政策課情報公開係 
  電話 ０３－３３１２－２１１１ 



 

   （仮称）杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（案） 

 

１ 趣 旨 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第９条第２項の規定に基

づく個人番号の利用及び法第１９条第１０号の規定に基づく特定個人情報の提供に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 定 義 

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 ア 個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

 イ 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

 ウ 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務 

  実施者をいう。 

  エ 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定する情報提供 

ネットワークシステムをいう。 

 

３ 区の責務 

 区は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保

するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主

体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 

 

４ 個人番号の利用範囲 

（１）法第９条第２項に規定する条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる機

関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の

中欄に掲げる事務及び区長又は教育委員会が行う法別表第２の第２欄に掲げる

事務とする。 



（２）別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために

必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有する

ものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワー

クシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提

供を受けることができる場合は、この限りでない。 

（３）区長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために

必要な限度で、同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するも

のを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワーク

システムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供

を受けることができる場合は、この限りでない。 

（４）前２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、条例、規則

等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務

付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 

 

５ 特定個人情報の提供 

（１）法第１９条第１０号の規定により特定個人情報を提供することができる場 

合は、別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に対し、

同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定

個人情報の提供を求めた場合において、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定

個人情報を提供するときとする。 

（２）前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、条例、規則等

の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付

けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 

 

６ 委 任 

この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。 

   

７ その他 

（１）この条例は、平成２８年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。



  ただし、第４第２項ただし書及び同第３項ただし書の規定は、法附則第１条第

  ５号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（２）施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年

法律第６５号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日までの間における第

１及び第５第１項の規定の適用については、これらの規定中「第１９条第１０

号」とあるのは、「第１９条第９号」とする。 

 
別表第１（第４関係）  

 機関  事務 

 区長  外国人に対する生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に準じて行う 
 保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還 
 又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 

 
別表第２（第４関係）  

  機関  事務  特定個人情報  

 １ 区長  児童福祉法（昭和２２年法 
 律第１６４号）による障害 
 児通所給付費、特例障害児 
 通所給付費、高額障害児通 
 所給付費、肢体不自由児通 
 所医療費、障害児相談支援 
 給付費若しくは特例障害児 
 相談支援給付費の支給又は 
 障害福祉サービスの提供に 
 関する事務であって規則で 
 定めるもの 

 子ども・子育て支援法（平成２４年 
 法律第６５号）による子どものため 
 の教育・保育給付の支給又は地域子 
 ども・子育て支援事業の実施に関す 
 る情報であって規則で定めるもの 

 ２ 区長  児童福祉法による助産施設 
 における助産の実施又は母 
 子生活支援施設における保 
 護の実施に関する事務であ 
 って規則で定めるもの 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６ 
 号）その他の地方税に関する法律に 
 基づく条例の規定により算定した税 
 額又はその算定の基礎となる事項に 
関する情報（以下「地方税関係情 

 報」という。）であって規則で定め 
 るもの 



 ３ 区長  予防接種法（昭和２３年法 
 律第６８号）による実費の 
 徴収に関する事務であって 
 規則で定めるもの 

 生活保護法による保護の実施又は就 
 労自立給付金の支給に関する情報 
 （以下「生活保護関係情報」とい 
 う。）であって規則で定めるもの 

     
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 
 並びに永住帰国した中国残留邦人等 
 及び特定配偶者の自立の支援に関す 
 る法律（平成６年法律第３０号）に 
 よる支援給付又は配偶者支援金（以 
 下「中国残留邦人等支援給付等」と 
 いう。）の支給に関する情報（以下 
 「中国残留邦人等支援給付等関係情 
 報」という。）であって規則で定め 
 るもの 

 外国人に対する生活保護法に準じて 
 行う保護の実施又は就労自立給付金 
 の支給に関する情報（以下「外国人 
 生活保護関係情報」という。）であ 
 って規則で定めるもの 

 ４ 区長  生活保護法による保護の決 
 定及び実施に関する事務で 
 あって規則で定めるもの 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律 
 第２８３号）による身体障害者手帳 
 の交付に関する情報（以下「身体障 
 害者手帳関係情報」という。）であ 
 って規則で定めるもの 

 精神保健及び精神障害者福祉に関す 
 る法律（昭和２５年法律第１２３ 
 号）による精神障害者保健福祉手帳 
 の交付に関する情報（以下「精神障 
 害者保健福祉手帳関係情報」とい 
 う。）であって規則で定めるもの 

 ５ 区長  地方税法その他の地方税に 
 関する法律及びこれらの法 
 律に基づく条例による地方 
 税の賦課徴収に関する事務 
 であって規則で定めるもの 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第 
 １９２号）による保険料の徴収に関 
 する情報であって規則で定めるもの 

 ６ 区長  国民健康保険法による保険 
 給付の支給又は保険料の徴 

 生活保護関係情報であって規則で定 
 めるもの 



 収に関する事務であって規 
 則で定めるもの  中国残留邦人等支援給付等関係情報 

 であって規則で定めるもの 
 

    外国人生活保護関係情報であって規 
 則で定めるもの 

 

 ７ 区長  国民年金法（昭和３４年法 
 律第１４１号）による加入 
 員の資格の取得及び喪失に 
 関する事務であって規則で 
 定めるもの 

 国民健康保険法による保険給付の支 
 給に関する情報であって規則で定め 
 るもの 

 ８ 区長  特別児童扶養手当等の支給 
 に関する法律（昭和３９年 
 法律第１３４号）による特 
 別児童扶養手当の支給に関 
 する事務であって規則で定 
 めるもの 

 身体障害者手帳関係情報であって規 
 則で定めるもの 

 ９ 区長  特別児童扶養手当等の支給 
 に関する法律による障害児 
 福祉手当若しくは特別障害 
 者手当又は国民年金法等の 
 一部を改正する法律（昭和 
 ６０年法律第３４号。以下 
 「昭和６０年法律第３４ 
 号」という。）附則第９７ 
 条第１項の福祉手当の支給 
 に関する事務であって規則 
 で定めるもの 

 身体障害者手帳関係情報であって規 
 則で定めるもの 

 １０ 区長  高齢者の医療の確保に関す 
 る法律（昭和５７年法律第 
 ８０号）による後期高齢者 
 医療給付の支給に関する事 
 務であって規則で定めるも 
 の 

 身体障害者手帳関係情報であって規 
 則で定めるもの 

 生活保護関係情報であって規則で定 
 めるもの 

 中国残留邦人等支援給付等関係情報 
 であって規則で定めるもの 

 外国人生活保護関係情報であって規 
 則で定めるもの 



 １１ 区長  中国残留邦人等支援給付等 
 の支給に関する事務（以下 
 「中国残留邦人等支援給付 

 身体障害者手帳関係情報であって規 
 則で定めるもの 
 

   等関係事務」という。）で 
 あって規則で定めるもの 

 精神障害者保健福祉手帳関係情報で 
 あって規則で定めるもの 

 

 １２ 区長  介護保険法（平成９年法律 
 第１２３号）による保険料 
 の徴収に関する事務であっ 
 て規則で定めるもの 

 中国残留邦人等支援給付等関係情報 
 であって規則で定めるもの 

 外国人生活保護関係情報であって規 
 則で定めるもの 

 １３ 区長  感染症の予防及び感染症の 
 患者に対する医療に関する 
 法律（平成１０年法律第１ 
 １４号）による費用の負担 
 に関する事務であって規則 
 で定めるもの 

 生活保護関係情報であって規則で定 
 めるもの 

 国民健康保険法による保険給付の支 
 給に関する情報であって規則で定め 
 るもの 

 中国残留邦人等支援給付等関係情報 
 であって規則で定めるもの 

 外国人生活保護関係情報であって規 
 則で定めるもの 

 １４ 区長  障害者の日常生活及び社会 
 生活を総合的に支援するた 
 めの法律（平成１７年法律 
 第１２３号）による自立支 
 援給付の支給又は地域生活 
 支援事業の実施に関する事 
 務であって規則で定めるも 
 の 

 身体障害者手帳関係情報であって規 
 則で定めるもの 

 精神障害者保健福祉手帳関係情報で 
 あって規則で定めるもの 

 国民健康保険法による保険給付の支 
 給又は保険料の徴収に関する情報で 
 あって規則で定めるもの 

 介護保険法による保険給付の支給、 
 地域支援事業の実施又は保険料の徴 
 収に関する情報であって規則で定め 
 るもの 

 １５ 区長  外国人に対する生活保護法 
 に準じて行う保護の決定及 

 身体障害者手帳関係情報であって規 
 則で定めるもの 



 び実施又は徴収金の徴収に 
 関する事務であって規則で 
 定めるもの 

 精神障害者保健福祉手帳関係情報で 
 あって規則で定めるもの 
 

    地方税関係情報であって規則で定め 
 るもの 

 

 児童扶養手当法（昭和３６年法律第 
 ２３８号）による児童扶養手当の支 
 給に関する情報であって規則で定め 
 るもの 

 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭 
 和３９年法律第１２９号）による給 
 付金の支給に関する情報であって規 
 則で定めるもの 

 特別児童扶養手当等の支給に関する 
 法律による障害児福祉手当若しくは 
 特別障害者手当又は昭和６０年法律 
 第３４号附則第９７条第１項の福祉 
 手当の支給に関する情報であって規 
 則で定めるもの 

 母子保健法（昭和４０年法律第１４ 
 １号）による養育医療の給付又は養 
 育医療に要する費用の支給に関する 
 情報であって規則で定めるもの 

 児童手当法（昭和４６年法律第７３ 
 号）による児童手当又は特例給付の 
 支給に関する情報であって規則で定 
 めるもの 

 介護保険法による保険給付の支給、 
 地域支援事業の実施又は保険料の徴 
 収に関する情報であって規則で定め 
 るもの 

 障害者の日常生活及び社会生活を総 
 合的に支援するための法律による自 
 立支援給付の支給に関する情報であ 
 って規則で定めるもの 

 
 



別表第３（第５関係）  
 
 情報照会機関  事務  情報提供機関  特定個人情報 

 

      
 １ 区長  生活保護法による保 

 護の決定及び実施又 
 は徴収金の徴収に関 
 する事務であって規 
 則で定めるもの 

 教育委員会  学校保健安全法（昭和３ 
 ３年法律第５６号）によ 
 る医療に要する費用につ 
 いての援助に関する情報 
 であって教育委員会規則 
 で定めるもの 

 ２ 区長  中国残留邦人等支援 
 給付等関係事務であ 
 って規則で定めるも 
 の 

 教育委員会  学校保健安全法による医 
 療に要する費用について 
 の援助に関する情報であ 
 って教育委員会規則で定 
 めるもの 

 ３ 区長  外国人に対する生活 
 保護法に準じて行う 
 保護の決定及び実施 
 又は徴収金の徴収に 
 関する事務であって 
 規則で定めるもの 

 教育委員会  学校保健安全法による医 
 療に要する費用について 
 の援助に関する情報であ 
 って教育委員会規則で定 
 めるもの 
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